
 

 

宇都宮市教育委員会からのお知らせ 

昨年度「インフルエンザ治癒証明書に替わる対応について」にて通知し，インフルエンザにり患し出席

停止となった児童生徒が登校する際，インフルエンザ治癒証明書に替わる対応として，「インフルエンザ経

過報告書」をご活用いただくようお願いいたしました。 

 今年度，「インフルエンザ経過報告書」を活用する中で，体温の測定時間に課題がありましたことから，

市医師会の助言を得て，「できれば午前・午後１回，どちらか１回も可」から「できれば朝・夜１回，夜１

回も可」と修正いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザにおける出席停止期間 

出席停止期間⇒発症した後５日を経過し，かつ解熱した後２日（幼児にあっては３日）を経過するまで。 

※発症した次の日を１日目として５日間は出席停止となる。 

 発症後４日目以降に解熱した場合には，解熱後２日間（幼児にあっては３日間）を経過するまで出席停止とな
るため，５日間を越えての出席停止となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ １日のうちで発熱したり下がったりした場合は発熱期間とします。 

★ 治癒証明書の提出は必要ありません。 

「できれば午前・午後１回，どちらか１回も可           できれば朝・夜１回，夜１回も可 
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宮の原中 保健室 

裏面のインフルエンザ経過報告書は宮の原中 HP や宇都宮市の HP でも

ダウンロード可能です。 


